
 

第１１２号議案 

 

 

   府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ７ 年１２月１６日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

特定任期付職員の給料、期末手当及び勤勉手当について、所要の改正を行うも

のであります。 
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   府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

 （給与に関する特例）  （給与に関する特例） 

第４条 省 略 第４条 省 略 

号給 給料月額 

１ ３９７，７００円 

２ ４４８，２００円 

３ ５０１，６００円 

４ ５７１，９００円 

５ ６４９，３００円 

６ ７３８，８００円 

７ ８１１，０００円 
 

号給 給料月額 

１ ３８３，５００円 

２ ４３２，２００円 

３ ４８３，７００円 

４ ５５１，５００円 

５ ６２６，１００円 

６ ７１２，４００円 

７ ７８９，０００円 
 

２ 省 略 ２ 省 略 

 （特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

 （特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 
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第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第１６条の２第１

項、第１９条第２項及び第５項並びに第２０条第２項の規定

の適用については、同条例第１１条第１項中「もの（第１６

条の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」

と、同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは

「管理職手当の支給を受ける職員及び府中市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中

市条例第１３号）第４条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員（以下「特定任期付職員」という。）（以下この条に

おいてこれらを「管理職員」という。）が」と、同条例第１９

条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の 

８０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

８２．５」と、同条第５項中「２級以上である職員」とある

のは「２級以上である職員及び特定任期付職員」と、同条例

第２０条第２項中「総額は、前項の職員」とあるのは「、前

項の職員のうちの特定任期付職員以外の職員及び特定任期付

職員ごとの総額は、当該特定任期付職員以外の職員にあつて

は当該職員」と、「総額を」とあるのは「総額、当該特定任期

第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第１６条の２第１

項、第１９条第２項及び第５項並びに第２０条第２項の規定

の適用については、同条例第１１条第１項中「もの（第１６

条の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」

と、同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは

「管理職手当の支給を受ける職員及び府中市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中

市条例第１３号）第４条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員（以下「特定任期付職員」という。）（以下この条に

おいてこれらを「管理職員」という。）が」と、同条例第１９

条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の 

８０」と、同条第５項中「２級以上である職員」とあるのは

「２級以上である職員及び特定任期付職員」と、同条例第 

２０条第２項中「総額は、前項の職員」とあるのは「、前項

の職員のうちの特定任期付職員以外の職員及び特定任期付職

員ごとの総額は、当該特定任期付職員以外の職員にあつては

当該職員」と、「総額を」とあるのは「総額、当該特定任期付

職員にあつては当該特定任期付職員の勤勉手当算定基礎額に 
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付職員にあつては当該特定任期付職員の勤勉手当算定基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の１１２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１１５を乗じて

得た額の総額を」とする。 

１００分の１１２．５を乗じて得た額の総額を」とする。 

  第２条 府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

 （特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

 （特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第１６条の２第１

項、第１９条第２項及び第５項並びに第２０条第２項の規定

の適用については、同条例第１１条第１項中「もの（第１６

条の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」

と、同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは

「管理職手当の支給を受ける職員及び府中市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中

市条例第１３号）第４条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員（以下「特定任期付職員」という。）（以下この条に

第５条 特定任期付職員に対する府中市職員の給与に関する条

例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）第１６条の２第１

項、第１９条第２項及び第５項並びに第２０条第２項の規定

の適用については、同条例第１１条第１項中「もの（第１６

条の２において「管理職員」という。）」とあるのは「もの」

と、同条例第１６条の２第１項中「管理職員が」とあるのは

「管理職手当の支給を受ける職員及び府中市一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和３年９月府中

市条例第１３号）第４条第１項に規定する給料表の適用を受

ける職員（以下「特定任期付職員」という。）（以下この条に
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おいてこれらを「管理職員」という。）が」と、同条例第１９

条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００

分の８１．２５」と、同条第５項中「２級以上である職員」

とあるのは「２級以上である職員及び特定任期付職員」と、

同条例第２０条第２項中「総額は、前項の職員」とあるのは

「、前項の職員のうちの特定任期付職員以外の職員及び特定

任期付職員ごとの総額は、当該特定任期付職員以外の職員に

あつては当該職員」と、「総額を」とあるのは「総額、当該特

定任期付職員にあつては当該特定任期付職員の勤勉手当算定

基礎額に１００分の１１３．７５を乗じて得た額の総額を」

とする。 

おいてこれらを「管理職員」という。）が」と、同条例第１９

条第２項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の 

８０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の

８２．５」と、同条第５項中「２級以上である職員」とある

のは「２級以上である職員及び特定任期付職員」と、同条例

第２０条第２項中「総額は、前項の職員」とあるのは「、前

項の職員のうちの特定任期付職員以外の職員及び特定任期付

職員ごとの総額は、当該特定任期付職員以外の職員にあつて

は当該職員」と、「総額を」とあるのは「総額、当該特定任期

付職員にあつては当該特定任期付職員の勤勉手当算定基礎額

に、６月に支給する場合においては１００分の１１２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１１５を乗じて

得た額の総額を」とする。 

   付 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条並びに次項及び付則第３項の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 
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３ 第１条の規定による改正前の府中市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて令和７年４月

１日から同条の規定の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 


